
西尾市ファミリー・サポート・センター 

〒445-0852 

西尾市花ノ木町 2 丁目 1 番地（総合福祉センター5 階） 

TEL 0563-57-5007 FAX 0563-57-5040 

Email  famisapo@city.nishio.lg.jp (受信専用） 

受付時間 8:30～17:00 

（土日祝日年末年始はお休みです） 

 

                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西尾市ファミリー･サポート･センター 

第 39 号特別版 
令和 5 年 1 月発行 

 

困った時に「お互い様・・・」と助け合えるファミサポ！ 

援助会員さん、両方会員さんからの「お手伝いしますよ」の声にいつも感謝の気持ちでいっぱいです。これか

らも会員の皆さまが、ファミサポの活動を通して温かな繋がりを持ち続けられるよう、今後ともよろしくお願い

いたします。 

援助・両方会員さん「緊急救命講習」の受講をお願いします   
 

国からの通知により、援助を行う会員は5年に1度は緊急救命講習（「幼児安全法」と「安全・ 

事故」）の再受講が必須となっています。 
よって、令和元年度から５年度までの間に緊急救命講習の受講が１度でもされていないと令和６年度以

降、援助活動をすることが出来ないという事が定められております。 

援助・両方会員の皆様の安心・安全な援助活動のため、万が一の対応が出来ることを目的としている

旨をご理解いただき、同封しましたご自身の受講履歴を確認の上、緊急救命講習の受講をしていただくこ

とを必ずお願いします。 

令和５年度もファミリー・サポート・センター主催の講習会では年間5回開催予定です。 

援助会員、両方会員の皆様の受講をお待ちしております。講習会日程はファミサポHP 

に掲載予定です。 
 

 

また、消防署や職場等で開催している救命講習を 

受講された場合でも5年に1度の条件を満たすことが 

できます。 

講習名、受講日時をセンターまでご連絡ください。 

西尾市ファミサポ HP 

◉ 会員更新 ご協力のお願い ◉ 

会員の皆様の登録更新の時期が近づいてまいりました。 

今年度末（令和５年３月３１日）で退会を希望される方は以下の方法でご連絡をお願いします。 

なお、期日までにお申し出がない方は、令和５年度も続けて登録を継続させていただきますので 

ご了承ください。また、末のお子様が小学校を卒業される両方会員様は、令和５年４月１日付で「両

方会員」から「援助会員」に変更となります。対象の方は、新たな会員証を作成するなどの変更手続

きが必要となりますのでセンターにご連絡くださいますようお願いします。 

登録している会員情報に変更がある場合（住所変更・子どもの情報など）は、センターに必ずご連絡くだ

さい。住所変更等に伴い、郵送物が届かない方については退会とさせていただくことがあります。 
 

「自家用車使用申請書」は年度ごとの提出をお願いしています。 

活動において車での送迎が可能な会員様は「令和 5 年度 自家用車使用申請書」の提出をお願いします。 
 

★回答の方法★ 
お手持ちのスマートフォン等で右の QR コードを読み取り、 
3 月 15 日（水）までに回答の入力をお願いいたします。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QR コードを利用した返答の難しい方はファミリー・サポート・センターに電話や FAX でご回答ください。 

ご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。 
 

・退会の方は会員証を破棄していただくかセンターにお持ちください。 
・最終の援助活動から 2 年経過した事前打合せ用紙は、センターで回収しますのでお持ち下さい。 

センターに持参できない場合はシュレッダーにかけるなど適切な処分をお願いします。 

・継続の方は、現在お持ちの会員証をそのままお使いいただけます。会員証写真の変更を希望される方は、センター

までお越しください（センターで撮影し再発行します）。 

★ QR コードの読み取りについて ★ 
① 携帯電話の「カメラ」アイコンをタッチし、QR コード読み取りのカメラアプリを起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ② カメラのレンズを 

上記 QR コードに 

近づけます。           

 

 

更新回答用 QR コード 

次年度継続依頼の皆様 
双方の会員様での事前打合せにご協力ください。 

次年度の活動の内容については今までお願いしている会員様同士であっても、改めて事前打合せ用紙を
記入し、詳しく話合いをした上で事前打ち合わせ用紙を取り交わし、活動の確認をしてください。 

昨今ガソリン代も高騰しておりますので今一度、ガソリン代についての話し合いやお迎え時間、引渡しの
人、荷物をどうするかなどの情報の確認を必ずしてください。 
 
なお、今までお願いしておりました事前打ち合わせの報告や、用紙のセンターへの提出は必要ございません。 

④ メール画面の内容を回答

し送信してください。 

③ QR コードを認識すると 

上記画面が表示されるので 

「メール作成画面はこちら」を

押します。                

【参加者の声】 

「お子様をお預かりする活動

なので いざというときのた

めに定期的に受けると安心

ですね」 

重要 


